
「通知カード」未着の方は市役所へ連絡を 

 社会保障と税番号（マイナンバー）制度が来年１月より

スタートします。それに先立ち、みなさんの手元にも「通

知カード」がそろそろ届いていることと思います。「通知カ

ード」はマイナンバーを確認するための大切なカードです。

紛失したり処分したりせず、大切に保管してください。そ

して、自分自身の個人情報を守るためには、マイナンバー

を安易に他人に知らせないよう注意が必要です。 

ところで、１１月中に宛所不明等で「通知カード」をお

届け出来なかった方については、転送可能な普通郵便等で

市役所が通知カードを預かっていることを連絡する予定となっています。普通郵便も届か

ない方は東久留米市役所市民部 市民課 住民記録係（042-470-7722）にご一報願います。

また、一人暮らしの方が長期に渡って医療機関や施設に入院・入所している場合、「通知

カード」を受取ることが出来ていない可能性があります。もし、身近にそういう方がいま

したら、市役所に連絡を取るよう、お声掛けをしてあげてください。 
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個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
は
慌
て
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん 

今
回
届
い
た
の
は
「
通
知
カ
ー
ド
」
で
す
。
顔
写
真
な
ど
が
添
付

さ
れ
、
身
分
証
明
書
等
と
し
て
利
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
と
は
別
の
も
の
で
す
。「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
入
手

に
は
、
同
封
さ
れ
て
い
た
申
請
書
等
で
手
続
き
を
取
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

今
後
、
政
府
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
い
た
自
分
の
情
報
を
い
つ
、

ど
こ
と
や
り
と
り
し
た
の
か
等
を
パ
ソ
コ
ン
で
確
認
で
き
る
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
す
る
時
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
必
要
に
な

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
は
二
〇
一
七

年
一
月
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
ま
た
書
面
に
よ
る
情
報
開
示
の
仕
組
み

も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
通
知
カ
ー
ド
」
と
、
本
人
確
認
の
で
き

る
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
等
が
あ
れ
ば
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

を
取
得
し
な
く
て
も
、
当
分
日
常
生
活
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
九
月

議
会
で
確
認
し
ま
し
た
。 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
取
得
は
強
制
で
は
な
い
の
で
、
慌
て
て
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
民
間
企
業
に
よ
る
活
用
も
予
定
さ
れ
て

お
り
、
い
っ
た
い
ど
の
分
野
ま
で
利
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
の
か
不

透
明
な
状
況
で
す
。
一
つ
の
番
号
で
複
数
の
情
報
を
管
理
す
る
こ
と

は
、
一
見
便
利
な
よ
う
で
す
が
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
国
や
警
察
に
よ
る
管
理
（
監
視
）
社
会
へ
の
道
を
容
易

に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
非
常
に
危
険
な
も
の
だ
と
考
え
ま

す
。 今

、
私
た
ち
に
出
来
る
の
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
流
通
に
歯

止
め
を
か
け
る
と
と
も
に
、「
安
易
」
に
官
と
民
に
個
人
番
号
に
よ

る
情
報
管
理
を
拡
大
さ
せ
な
い
よ
う
、
声
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
。 

是
非
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
拡
大
阻
止
に
ご
協
力
を
。 

（無所属） 



間宮みきの９月議会の一般質問などから 

東
久
留
米
市
民
み
ん
な
の
ま
つ
り
」
は 

福
祉
団
体
も
参
加
で
き
る
よ
う
工
夫
を 

昨
年
１１
月
に
行
わ
れ
た
「
第
３５
回
東
久
留
米
市

民
み
ん
な
の
ま
つ
り
」
に
は
、
例
年
出
店
し
て
い
た

福
祉
団
体
の
ブ
ー
ス
が
１
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
昨
年
１２
月
議
会
で
、
障
が
い
が
あ
っ
て
も
な
く

て
も
一
緒
に
お
祭
り
の
中
で
楽
し
め
る
も
の
と
な
る

よ
う
市
に
求
め
質
問
し
、
そ
の
後
も
働
き
掛
け
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
本
年
も
福
祉
団
体

の
ブ
ー
ス
は
１
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
お

祭
り
は
市
が
主
催
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
市
の

意
向
が
反
映
出
来
な
い
こ
と
は
理
解
し
ま
す
。
し
か

し
過
去
に
行
わ
れ
て
い
た
「
福
祉
ま
つ
り
」
も
開
催

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
是
非
、
み
ん
な
が
参
加

で
き
る
祭
り
と
な
る
よ
う
、
今
後
と
も
市
に
工
夫
を

求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

後退を危惧！市民との協働 
「並木市長は市民との協働をどのように

進めようとしているのかよくわからない」

「以前と比べて後退しているのでは？」 

そんな声を地域で活動している市民の皆

さんから最近伺います。2016 年からスタ

ートする「第４次長期総合計画後期基本

計画」にきちんと位置付けるよう、市長

の考えを質しました。 

間宮：後期基本計画の予定計画事業から、前期基本計

画に掲載されていた「（仮称）自治基本条例の調査・検

討・制定」を削除したのはなぜか。 

企画経営室長：予定計画事業は最終的に当初予算案と

時期を合わせるために掲載していない。それまでに具

体的に整理できたものを今後反映し、必要により予定

計計画事業のローリング（改訂）も実施したい。 

市長：市民の声をどのように反映させていくかについ

ては十分に検討する必要があり、より実効性のある仕

組みを検討すべきとも考える。しかし、前期基本計画

にある自治基本条例には限定せず、個別対応などで推

進しながら新たな仕組みづくりを目指し、次期計画の

策定へとつなげたい。 

間宮：「自治基本条例」について予定計画事業に載せる

よう再考を求める。なお、市長の言う「個別対応」、「新

たな仕組みづくり」そして「次期計画」とはそれぞれ

具体的に何を指しているのか？ 

企画経営室長：地方自治法の改正により、基本構想策

定の義務付けが撤廃されたため、今後のまちづくりの

将来像と、それを実現するための新たな方策を検討す

ることが必要となった。「次期計画」とは2021年から

の「第5次長期総合計画」のことである。 

間宮：今の答弁では具体的なことは全く示されていな

い。今のままでは、東久留米市と市民の協働は後退し

てしまうのではと危惧をする。市長が市民との協働に

ついて極めて消極的であると指摘をする。 

北部地域の児童館について市長の任期

中に今後の進め方を示すことを求める 
老朽化したくぬぎ児童館の北部地域への

移転計画を取り止めたのは並木市長です。

後期基本計画に児童館のない北部地域の

偏在解消策を明記し、方向性を示すこと

が市長の責務だと考え質問しました。 

間宮：市長が下里の自転車置き場への移転建設を中止 

 
した北部地域の児童館偏在解消策について後期基本計

画の予定計画事業には掲載が無かった。施政方針では

本年度中に子ども・子育て会議に意見を伺った後、政

策判断をすると述べている。そのことからすると当然、

予定計画事業に明記されるべきと考えるがいかがか。 

子ども家庭部長：本件の整理・取りまとめは今後とな

るため、現段階では記載をしていない。 

間宮：子ども・子育て会議には、１つは既存の施設を

利用したソフト面の充実策、2 つには施設機能の複合

化などは公共施設のマネジメントの視点の中で検討し

ていく方針で良いのか、ということを聞くのか。 

子ども家庭部長：まさにそういったことを含め担当部

で整理中である。 

間宮：子ども・子育て会議の意見を聴いた後、しかる

べき時に政策判断をするということは、市長の任期中

に判断するということで良いのか。 

市長：任期中という時間軸もあるが、明言は控えさせ

ていただきたい。 

間宮：きちんと政策判断をし、示すことを求める。 

※10月の決算委員会で市長より2016年度中に政策判

断をするとの答弁がありました。 

男女共同参画の推進を 
国でも男女共同参画の推進の必要性が言われ

ています。「男女共同参画都市宣言」をしてか

ら 15 年目に当たる今年、市としてどのように

取り組んでいくのか質問しました。 

間宮：「男女共同参画都市宣言」をしてから15年目に



当たる今年、どのような事業に取り組むのか。 

市長：男女平等推進市民会議の会長による講演を6月

に行った。また9月末発行の「ときめき」に宣言の起 
草委員へのインタビュー記事を掲載する。また、男女

平等推進センター事業等のポスターやリーフレットに

宣言文の記載を行っている。 

間宮：本年8月に「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」が成立をした。市としてどのように

取り組むのか。 

生活文化課長：「女性の職業生活の推進計画」の策定は

努力義務規定であるが、規定する方向で考えていきた

い。また「一般事業主行動計画」は職員課で策定する。

どちらの計画に女性採用や女性管理職の比率などの数

値目標を盛り込むかなどはまだ明確にはなっていない。 

間宮：生活文化課と人事課で連携をとり計画を策定し、

着実に履行することを求める。 

2016年4月からの職員体制は大丈夫か 
職員共済年金の支給開始年齢の引き上げに伴

い、来年4月からフルタイム再任用制度を希望

する職員が増えることが予想されます。フルタ

イム再任用職員は職員定数に含まれるため、こ

れまで同様の退職者不補充策を継続した場合、

職員実数が減り、組織体制に支障が出て、市民

サービスにも影響が出るのではと心配します。

市長がどのように考えているのか質しました。 

間宮：フルタイム再任用制度を希望する退職者が増え

ると職員定数に含まれない短時間再任用職員の数が減

ることになる。これまで短時間再任用職員が担ってき

た業務を誰がどのように担っていくのか。 

総務部長：2016 年 4 月 1 日現在の短時間再任用職員

を含めた予定職員実数は 650 人で、本年度に比べ 11
人の減となる見込みである。現在いる 64 人の短時間

再任用職員には正規職員と同等の業務を担っていただ

いている。（短時間再任用の数が減ると）来年度の職員

配置は大変厳しいと考える。あらゆる視点から対策を

講じていく必要がある。 

間宮：市長の考えを伺いたい。 

市長：国の動向等もあり、一定の考え方の見直しも必

要とは思っているが、少数精鋭を目指し、事業の効率

化・合理化、また民間活用化など様々な視点で考えて

いく必要もある。どのような体制で維持できるか考え

ていく。 

間宮：遠い将来のことではなく来年4月のことで、対

応が遅い。既に係長が13名（現在14名）空席である。 

市長：短期的には臨時的な対応も視野に入れていく必

要があると考える。 

間宮：正規職員のやるべき業務に臨時職員を配置する

べきではない。市民サービスに支障が出ないよう、4
月からの体制を整えることを求める。 

学童保育の充実を 
学童保育使用料の改定が、以前から保護者より

求められてきた保育内容の改善を検討するこ

ともなく提案されました。一日も早く保護者が

安心して子育て出来る環境となるよう改善を

求め質問をしました。 

間宮：応能負担の考え方や多子軽減が導入されたこと

は一定評価するが、5000円から6600円へ一気に1600
円の値上げは賛成しがたい。特に延長保育や、夏休み

など長期休みの開所時間を 30 分早めることなど予て

より要保護者から要望されてきた事項について検討さ

えしていないのは問題である。いつ、どのように取り

組むのか。 

子ども家庭部長：出来るだけ早い時期に利用者や職員

と話し合いをしていきたい。 

間宮：土曜日は16時15分までとなっており、そこか

ら延長保育料を課すと負担が非常に重くなる。利用者

がきちんと利用できるよう配慮を求める。 

間宮みきの一般質問をご覧ください 

現在、東久留米市議会の録画映像がインターネット 
により配信されています。 

是非、間宮みきの質問をご覧頂き、感想やご意見を

お聞かせください。 

東久留米市議会映像配信【間宮みきの質問】 
http://www.higashikurume-city.stream.jfit.co.jp/?t
pl=speaker_result&speaker_id=33 
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回
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会
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１２
月
３
日 

上
程
・
即
決
・
付
託
・
報
告 

 
 
 

７
～
１０
日 

一
般
質
問 

 
 
 

１４
・
１５
日 

常
任
委
員
会 

 
 
 

１６
日 

補
正
予
算
特
別
委
員
会 

 
 
 

22
日 

本
会
議
最
終
日 

是
非
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
詳
細
は
議
会
事
務
局
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 
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９
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 戦争法（安全保障関連法）を廃止させよう！ 

民主主義の理念を踏みにじる強行採決に反対 

安倍首相は本年７月の衆議院平和安全法制特別委員会で国民の理解が進んでいないことを認めておき

ながら、９月１９日未明、「戦争法案（安全保障関連法案）」を強行に採決し、成立させました。 

この行為は国民主権の理念を踏みにじるものであり、決して許されるものではありません。 

憲法違反の法律なんてどう考えてもあり得ない 

そもそも正式な憲法改正の手続きを取ることもなく、政府が勝手に憲法の解釈を変え、歴代の政府が違

憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とした本法の内容自体が憲法に違反しています。６月の衆議院憲

法審査会の席で与党が推薦した憲法学の専門家も含めた全ての参考人が、憲法に違反する可能性を指摘し

たことからも、法案に値しないことは明らかでした。さらに元最高裁判所長官や法の番人と呼ばれる内閣

法制局の元長官からも指摘を受けながら、安倍政権は黙殺を決め込み強行採決をしました。このようなや

り方は、正に立憲主義をも否定する行為ではないでしょうか。 

憎しみの連鎖へ踏み出す前に 

近い将来、集団的自衛権を行使して任務に就いた自衛隊員が戦地で相手国の人を殺せば、どんな理由を

並べても現地では日本に対する憎しみが生まれます。もし戦地に立った自衛隊員が命を落としたなら、相

手国に対する憎しみの感情が日本にはびこり、際限なく広がっていくはずです。世界で多発するテロ事件

もこの憎しみの連鎖から起きているのではないでしょうか。今、日本は憎しみの連鎖への第一歩を踏み出

してしまう瀬戸際に立っています。戦後７０年間、貫いてきた平和主義が危機にさらされています。何と

しても戦争への扉を開く「戦争法（安全保障関連法）」を廃止に追い込まなければなりません。 

自由にモノが言えない社会が迫っている 

安倍政権は「特定秘密保護法」や「マイナンバー法」などを次々と成立させ、国民の口を封じ情報を丸

裸にして手足を縛り、政府の支配下に置こうとしています。「戦争に行きたくない」という若者の主張を

「極端な利己的考えに基づいている」と批判した当時与党の国会議員。「安全保障関連法に反対する学者

の会」と学生グループ「シールズ」によるシンポジウムの会場使用を拒否した私立大学。国会前の国民の

デモをほとんど取り上げないマスコミ。社会全体が委縮し、政府を批判することを許さない風潮が日本全

体を覆い尽くそうとしていると強く感じます。 

こういう時こそ、私たちは仲間とつながり声をあげ続けることが必要です。 

是非、未来の子どもたちのためにも「戦争法（安全保障関連法）」の廃止に向け、一緒に声をあげていき

ましょう。 


